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資料３ 



資料（１）－① 参議院（選挙区選出）議員定数の推移            

1 

○ 首都圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、首都圏内の議員定数増が行われ、東京及び南関東ブロック選出議員比率の割合も増加。 
 

備考：南関東・・・千葉県、神奈川県、山梨県 

S25 S45 S57 H6 H12 H18 H24 H27 

東京都・南関東 18 18 18 20 20 24 26 28 

４３道府県 132 134 134 132 126 122 120 118 

東京都・南関東の割合 12.0% 11.8% 11.8% 13.2% 13.7% 16.4% 17.8% 19.2% 

４３道府県の割合 88.0% 88.2% 88.2% 86.8% 86.3% 83.6% 82.2% 80.8% 
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①東京・南関東と東京・南関東を除く４３道府県 



○ 三大都市圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、議員定数増が行われ、三大都市圏選出議員の比率が過半数を占めている。 
 

資料（１）－② 参議院（選挙区選出）議員定数の推移            

2 
備考：南関東・・・千葉県、神奈川県、山梨県      北関東・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 
   東 海・・・岐阜県、静岡県、愛知県、三重県   近 畿・・・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

S25 S45 S57 H6 H12 H18 H24 H27 

三大都市圏 70 70 70 74 74 74 76 82 

２９道県 80 82 82 78 72 72 70 64 

三大都市圏の割合 46.7% 46.1% 46.1% 48.7% 50.7% 50.7% 52.1% 56.2% 

２９道県の割合 53.3% 53.9% 53.9% 51.3% 49.3% 49.3% 47.9% 43.8% 
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②東京･南関東･北関東･東海･近畿と三大都市圏を除く２９道県 



○ 都市圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、中国及び四国ブロックでは、議員定数の削減が行われ、選出議員の比率も低下。 
 

資料（１）－③ 参議院（選挙区選出）議員定数の推移            

3 備考：中国・・・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 
   四国・・・徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

S25 S45 S57 H6 H12 H18 H24 H27 

中国・四国 22 22 22 22 20 20 20 16 

３８道府県 128 130 130 130 126 126 126 130 

中国・四国の割合 14.7% 14.5% 14.5% 14.5% 13.7% 13.7% 13.7% 11.0% 

３８都道府県の割合 85.3% 85.5% 85.5% 85.5% 86.3% 86.3% 86.3% 89.0% 
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③中国・四国と中国・四国を除く３８都道府県  



資料（２）－① 衆議院議員定数の推移            

○ 首都圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、首都圏内の議員定数増が行われ、東京及び南関東ブロック選出議員比率の割合も増加。 

4 備考：南関東・・・千葉県、神奈川県、山梨県 

S25 S28 S39 S45 S50 S60 H4 H6 H12 H14 H24 

東京都・南関東 58 58 71 71 83 87 89 99 95 98 97 

４３道府県 408 409 415 420 428 425 422 401 385 382 378 

東京都・南関東の割合 12.4% 12.4% 14.6% 14.5% 16.2% 17.0% 17.4% 19.8% 19.8% 20.4% 20.4% 

４３道府県の割合 87.6% 87.6% 85.4% 85.5% 83.8% 83.0% 82.6% 80.2% 80.2% 79.6% 79.6% 
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①東京・南関東と東京・南関東を除く４３道府県 



資料（２）－② 衆議院議員定数の推移            

○ 三大都市圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、議員定数増が行われ、三大都市圏選出議員の比率が過半数を占めている。 

5 備考：南関東・・・千葉県、神奈川県、山梨県      北関東・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 
   東 海・・・岐阜県、静岡県、愛知県、三重県   近 畿・・・滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

S25 S28 S39 S45 S50 S60 H4 H6 H12 H14 H24 

三大都市圏 217 217 236 236 256 262 266 288 278 281 280 

２９道県 249 250 250 255 255 250 245 212 202 199 195 

三大都市圏の割合 46.6% 46.5% 48.6% 48.1% 50.1% 51.2% 52.1% 57.6% 57.9% 58.5% 58.9% 

２９道県の割合 53.4% 53.5% 51.4% 51.9% 49.9% 48.8% 47.9% 42.4% 42.1% 41.5% 41.1% 
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②東京･南関東･北関東･東海･近畿と三大都市圏を除く２９道県 



資料（２）－③ 衆議院議員定数の推移            
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S25 S28 S39 S45 S50 S60 H4 H6 H12 H14 H24 

中国・四国 65 65 65 65 65 65 66 54 51 50 48 

３８道府県 401 402 421 426 446 447 445 446 429 430 427 

中国・四国の割合 13.9% 13.9% 13.4% 13.2% 12.7% 12.7% 12.9% 10.8% 10.6% 10.4% 10.1% 

３８都道府県の割合 86.1% 86.1% 86.6% 86.8% 87.3% 87.3% 87.1% 89.2% 89.4% 89.6% 89.9% 
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③中国・四国と中国・四国を除く３８都道府県 

備考：中国・・・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 
   四国・・・徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

○ 都市圏への人口集中等により、数次に亘る議員定数の改正が実施。 
○ その結果、中国及び四国ブロックでは、議員定数の削減が行われ、選出議員の比率も低下。 
 



資料（３） 地方分権改革等をめぐる最近の諸外国の主な動き           

出典： 「フランスの地方自治」 (2013年、自治体国際化協会）、 「平成24年度比較地方自治研究会調査研究報告書－フランス地方制度改革の現状」（2013年、自治体国際化協会） 
     「ドイツの地方自治（概要版）－2011年改訂版」（2011年、自治体国際化協会）、 「英国の地方自治（概要版）－2015年改訂版」（2015年、自治体国際化協会） 

・2003年：共和国の地方分権化に関する憲法改正 

－ 共和国の基本理念を定めた憲法第１条に共和国の地方分権化に関する一文を追加 

－ 州を憲法上の地方公共団体として位置づけ 

－ 地方公共団体の財政自治の強化 等 

・2010年：地方団体改革委員会（バラデュール委員会）報告に基づく改革    

→ フランス地方制度の行政階層の過剰及び各階層の団体数の過剰を問題とし、単純化・合理化 

－ コミューン間協力公施設法人（EPCI）の合理化・再編 

－ 広域自治体（県・州）の県州兼任議員制度の導入（実施されることなく廃止） 等 

・2006年：ドイツ基本法改正による連邦制度改革 

－ 連邦法の一部※について、連邦参議院の同意が不要化。代わりに、州に連邦法の規制から離脱できる制度が創設。 
 

（※連邦法執行に係る州固有事務について、その行政手続き等に関する事項は連邦法で規定） 

  フランス 

－ 州の立法権限の拡大と、連邦・州の立法権限に係る相互の責任の明確化。 

  ドイツ 

  イギリス（イングランド） 

・2000年：2000年地方自治法（Local Government Act 2000）による改革 

－ 全ての自治体（人口8万5千人未満除く）が、３つの地方自治体構造モデル（①「リーダーと内閣」制、②「直接公選首長と 

  内閣」制、③「直接公選首長とカウンシル・マネージャー」制※ ）のいずれかを選択することを義務づけ。 
 

（※2007年地方自治法により廃止。） 

・2011年：2011年地域主義法（Localism Act 2011）による改革 

－ 全ての自治体が、従来の「委員会」制を再び選択可能化。 

－ 地方自治体に対し、「包括的権限（general power of competence）」を付与。 

－ 都市圏への分権を目的とし、２つ以上の地方自治体で構成される合同行政機構を創設。 7 



 出典：『第28次地方制度調査会 第12回専門小委員会資料』（H.16.12.3）（総務省） 
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